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ＵＬＳグループ株式会社
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主要な事業内容

事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

１ 企業集団の現況

(1) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社３社（ＵＬＳコンサルティ
ング株式会社、ピースミール・テクノロジー株式会社及び株式会社アークウェイ）で構成され、
主に顧客企業の競争優位性を支える戦略的ＩＴ投資領域におけるコンサルティング事業を展開し
ております。
　事業活動における各社の位置づけは、以下のとおりであります。
① ＵＬＳコンサルティング株式会社は、主にサービス、金融、情報通信及び製造業の企業向け

に、ＩＴコンサルティングサービスを提供しております。なお、2025年10月１日付でウルシ
ステムズ株式会社はＵＬＳコンサルティング株式会社に商号変更しております。

② ピースミール・テクノロジー株式会社は、主に地方自治体等公共事業体向けに、ＩＴコンサ
ルティングサービスを提供しております。

③ 株式会社アークウェイは、主にサービス、製造、金融業の企業向けに、ＩＴアーキテクチャ
コンサルティングサービスを提供しております。

　なお、当社は、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のう
ち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断
しております。
　以上の関係を図に示すと次のようになります。

ＵＬＳコンサルティング㈱

［連結子会社］

【サービスの提供】
コンサルティング事業

ITコンサルティングサービス
（企業向け）

コンサルティング事業

ITコンサルティングサービス
（公共事業体向け）

ピースミール･テクノロジー㈱

コンサルティング事業

アーキテクチャ
コンサルティングサービス

㈱アークウェイ

当
社　

Ｕ
Ｌ
Ｓ
グ
ル
ー
プ
㈱

顧
客
（
企
業
・
公
共
事
業
体
等
）

【出資･管理支援等】
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主要な営業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

当 社
本社：東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階

ＵＬＳコンサルティング株式会社 本社：　　　　　　　　　　同上

ピースミール・テクノロジー株式会社

本社（東京本社）：　　　同上

札幌本社：北海道札幌市中央区北二条西三丁目１番16号

　　　　　　太陽生命ひまわり札幌ビル７階

株 式 会 社 ア ー ク ウ ェ イ
本社：東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟14階

(2) 主要な営業所（2026年３月31日現在）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

43名 7名増 43.9歳 7.5年

(3) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況　820名（前連結会計年度末比　127名増）

（注）使用人数が前連結会計年度末に比べて127名増加したのは、事業拡大に伴い人員採用を積極的に

行ったためであります。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数が前事業年度末に比べて７名増加したのは、子会社の事業拡大に伴い人員採用を積極的に行った

ためであります。

(4) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

(5) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 2 －
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株式の状況

２ 株式の状況（2026年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 232,000,000株

(2) 発行済株式の総数 63,853,000株

(3) 株主数 4,212名

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

漆 原 　 茂 25,686,000 45.40

高 橋 　 敬 一 2,920,000 5.16

U L S グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会 2,399,357 4.24

株 式 会 社 イ ン テ ッ ク 2,200,000 3.89

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ）

1,207,500 2.13

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 信 託 口 ）

1,158,800 2.05

N O R T H E R N  T R U S T  C O . ( A V F C )
R E  N O N  T R E A T Y  C L I E N T S  A C C O U N T
（ 常 任 代 理 人 　 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店 ）

910,200 1.61

小 野 寺 　 大 造 647,600 1.14

馬 場 　 由 美 子 616,500 1.09

B B H  F O R  G R A N D E U R  P E A K
G L O B A L  O P P O R T U N I T I E S  F U N D
（ 常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 ）

489,950 0.87

(4) 大株主（上位10名）

（注）当社は自己株式(7,276,620株)を保有しておりますが､上記大株主からは除外しております｡また、持株比

率は自己株式を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

　2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割

合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は208,800,000株増加し、発行

済株式の総数は57,423,600株増加いたしました。

－ 3 －
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新株予約権等の状況

３ 新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権

の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

－ 4 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数（注１） 600個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
（注１）（注４）

普通株式
600,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり400円

新株予約権の払込期日 2016年５月12日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注４）

94,000円

新株予約権の行使期間
自　2017年７月１日
至　2031年４月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）
（注４）

資本金　　　　　　　　47.2円
資本準備金　　　　　　47.2円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）（注４）

当社取締役　　　　　　　　　　　 １名
新株予約権の数　　　　　　　　　300個

目的となる株式の数　　　　　 300,000株

当社子会社の取締役　　　　　　　 １名
新株予約権の数　　　　　　　　  180個

目的となる株式の数　　　　　 180,000株

当社子会社の従業員　　　　　　　 １名
新株予約権の数　　　　　　　　　120個

目的となる株式の数　　　　　 120,000株

(3) その他新株予約権等の状況

① 第10回新株予約権

　2016年３月31日取締役会決議及び2016年４月27日取締役会決議に基づき当社の取締役、当社

子会社の取締役及び従業員に対して有償にて発行した新株予約権の概要は次のとおりです。

（注）１. 2026年３月31日現在において発行時より退職に伴い1,080個（1,080,000株）、行使に伴い2,020個

（2,020,000株）減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は

(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ

当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満

たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2021年３月期までに経常利益が13億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2026年３月期までに経常利益が16億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

－ 5 －



2026/05/27 17:05:04 / 25301914_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知

新株予約権等の状況

(c)2026年３月期までに経常利益が20億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載され

る連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合

には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算におい

て、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り

捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2016年４月28日から2017年４月27日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合

又は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株

予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当

社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合に

おいても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

４. 2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これに伴い、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株

式100株から1,000株に調整されております。また、当該株式分割により、「新株予約権の目的となる

株式の種類及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）」、及び「割当先」

のうち「目的となる株式の数」が調整されております。

－ 6 －
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新株予約権等の状況

新株予約権の数（注１） 2,312個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
（注１）（注４）

普通株式
2,312,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり3,000円

新株予約権の払込期日 2021年５月14日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注４）

307,000円

新株予約権の行使期間
自　2022年７月１日
至　2031年４月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）
（注４）

資本金　　　　　　　　155円
資本準備金　　　　　　155円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）（注４）

当社の従業員　　　　　　　　　　 ２名
新株予約権の数　　　　　　　　　100個

目的となる株式の数　　　　　 100,000株

当社子会社の取締役　　　　　　　 ３名
新株予約権の数　　　　　　　　　460個

目的となる株式の数　　　　　 460,000株

当社子会社の従業員　　　　　　　 31名
新株予約権の数　　　　　　　　1,752個

目的となる株式の数　　　　　1,752,000株

② 第11回新株予約権

　2021年３月31日取締役会決議及び2021年４月28日取締役会決議に基づき当社の従業員、当社

子会社の取締役及び従業員に対して有償にて発行した新株予約権の概要は次のとおりです。

（注）１. 2026年３月31日現在において発行時より退職に伴い236個（236,000株）、行使に伴い212個（212,000

株）減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は

(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ

当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満

たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2022年３月期から2026年３月期までに経常利益が21億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2022年３月期から2030年３月期までに経常利益が24億円を超過した場合

行使可能割合： 40％
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新株予約権等の状況

(c)2022年３月期から2030年３月期までに経常利益が28億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載され

る連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合

には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算におい

て、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り

捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2021年４月30日から2022年４月29日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併

合又は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株

予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当

社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合に

おいても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

４. 2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これに伴い、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株

式100株から1,000株に調整されております。また、当該株式分割により、「新株予約権の目的となる

株式の種類及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）」、及び「割当先」

のうち「目的となる株式の数」が調整されております。

－ 8 －



2026/05/27 17:05:04 / 25301914_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知

新株予約権等の状況

新株予約権の数（注１） 927個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
（注１）（注４）

普通株式
927,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり2,300円

新株予約権の払込期日 2022年６月８日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注４）

383,000円

新株予約権の行使期間
自　2023年７月１日
至　2032年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）
（注４）

資本金　　　　　　　　192.65円
資本準備金　　　　　　192.65円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）（注４）

当社の従業員　　　　　　　　　　 １名
新株予約権の数　　　　　　　　　 37個

目的となる株式の数　　　　　　37,000株

当社子会社の取締役　　　　　　　 ５名
新株予約権の数　　　　　　　　　590個

目的となる株式の数　　　　　 590,000株

当社子会社の従業員　　　　　　　 ４名
新株予約権の数　　　　　　　　　300個

目的となる株式の数　　　　　 300,000株

③ 第13回新株予約権

　2022年４月27日取締役会決議及び2022年５月25日取締役会決議に基づき当社の従業員、当社

子会社の取締役及び従業員に対して有償にて発行した新株予約権の概要は次のとおりです。

（注）１. 2026年３月31日現在において発行時より退職に伴い80個（80,000株）、行使に伴い13個（13,000株）

減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は

(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ

当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満

たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2023年３月期から2027年３月期までに経常利益が25億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2023年３月期から2031年３月期までに経常利益が28億円を超過した場合

行使可能割合： 40％
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(c)2023年３月期から2031年３月期までに経常利益が32億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載され

る連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合

には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算におい

て、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り

捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2022年５月26日から2023年５月25日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併

合又は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株

予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当

社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をい

う。）の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合に

おいても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

４. 2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これに伴い、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株

式100株から1,000株に調整されております。また、当該株式分割により、「新株予約権の目的となる

株式の種類及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）」、及び「割当先」

のうち「目的となる株式の数」が調整されております。
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新株予約権の数 685個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数（注３）
普通株式
685,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり700円

新株予約権の払込期日 2023年５月11日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注３）

329,000円

新株予約権の行使期間
自　2024年７月１日
至　2033年４月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）
（注３）

資本金　　　　　　　　164.85円
資本準備金　　　　　　164.85円

新株予約権の行使の条件 （注１）

割当先（注２）（注３）
当社子会社の従業員　　　　　　　 22名
新株予約権の数　　　　　　　　　685個

目的となる株式の数　　　　　 685,000株

④ 第14回新株予約権

　2023年３月29日取締役会決議及び2023年４月26日取締役会決議に基づき当社子会社の従業員

に対して有償にて発行した新株予約権の概要は次のとおりです。

（注）１. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当

該(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、

それぞれ当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該

条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月１日から行使することができる。

(a)2024年３月期から2032年３月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が32億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(b)2024年３月期から2032年３月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が36億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価

証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）に

おける経常利益に同報告書に記載されるキャッシュ・フロー計算書における株式報酬費用を加算し

た金額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更

があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合

の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合

は、これを切り捨てた数とする。
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② 上記①にかかわらず、2023年４月27日から2024年４月26日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,800円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併

合又は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株

予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当

社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項において規定される

関係会社をいう。）の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満た

さない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

２. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

３. 2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これに伴い、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株

式100株から1,000株に調整されております。また、当該株式分割により、「新株予約権の目的となる

株式の種類及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）」、及び「割当先」

のうち「目的となる株式の数」が調整されております。
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新株予約権の数（注１） 1,270個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数
（注１）（注４）

普通株式
1,270,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個あたり600円

新株予約権の払込期日 2025年５月14日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注４）

501,000円

新株予約権の行使期間
自　2026年７月１日
至　2035年４月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）
（注４）

資本金　　　　　　　　250.8円
資本準備金　　　　　　250.8円

新株予約権の行使の条件 （注２）

割当先（注１）（注３）（注４）

当社の取締役　　　　　　　　　　 １名
新株予約権の数　　　　　　　　　 300個

目的となる株式の数　　　　　　300,000株

当社の従業員　　　　　　　　　　 １名
新株予約権の数　　　　　　　　　 30個

目的となる株式の数　　　　　　30,000株

当社子会社の取締役　　　　　　　 ２名
新株予約権の数　　　　　　　　　250個

目的となる株式の数　　　　　 250,000株

当社子会社の従業員　　　　　　　 27名
新株予約権の数　　　　　　　　　690個

目的となる株式の数　　　　　 690,000株

⑤ 第15回新株予約権

　2025年３月26日取締役会決議及び2025年４月30日取締役会決議に基づき当社子会社の従業員

に対して有償にて発行した新株予約権の概要は次のとおりです。

（注）１. 2026年３月31日現在において発行時より退職に伴い20個（20,000株）減少しております。

２. 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当

該(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、

それぞれ当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該

条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する月の翌月１日から行使することができる。

(a)2026年３月期から2034年３月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が43億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(b)2026年３月期から2034年３月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が50億円を超過した場合

行使可能割合：100％
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なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価

証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）に

おける経常利益に同報告書に記載される連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー

計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書）における株式報酬費用を加算した金額

を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があっ

た場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算

において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これ

を切り捨てた数とする。

② 上記①にかかわらず、2025年５月１日から2026年４月30日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併

合又は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株

予約権を行使することはできない。

③ 新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社又は当

社関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項において規定される

関係会社をいう。）の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満た

さない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３. 割当先の対象者の役職は、発行時の役職を記載しております。

４. 2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これに伴い、新株予約権１個あたりの目的である株式の数は、当社普通株

式100株から1,000株に調整されております。また、当該株式分割により、「新株予約権の目的となる

株式の種類及び数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金（１株あたり）」、及び「割当先」

のうち「目的となる株式の数」が調整されております。
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４ 会計監査人の状況

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額（百万円） 22

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額（百万円） 22

(1) 名称

　ひびき監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監

査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠などを確認

し、検討した結果、会計監査人の報酬等は相当と認めて同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認められる場合には監

査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監査人の独立性、適格性を害するその他

の事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には会計監査人の解任又は

不再任を株主総会に提案します。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人ひびき監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、法令の定める最低責任限度額であります。
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５ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社及び当社の

子会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及び子会社の役員及び社員（以下、「役職員」という）の職務執行が法令・定款に適合

することを確保するための体制

　当社は、当社及び子会社の役職員が職務の執行に当たり遵守すべき規範として、ＵＬＳグル

ープ行動原則を制定し、同行動原則をもって法令・定款及び社内規程を遵守した行動をとるた

めの行動規範を定めます。当社及び子会社の代表取締役社長は、当該行動原則の趣旨を積極的

に役職員に伝えることにより、法令・定款等の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しま

す。また、その徹底を図るため、当社の法務部を当社及び子会社のコンプライアンスの取り組

み推進の統括部署とし、同部を中心に、当社及び子会社の役職員教育を行います。当社の内部

監査室は、法務部と連携して必要に応じてコンプライアンスの状況を監査し、その状況は当社

の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に適宜報告されます。

　さらに、当社及び子会社の役職員からのコンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行

為に関する通報について適切に処理を行うため、内部通報規程を定めるとともに、通報先を外

部（弁護士事務所）とするヘルプライン（内部通報窓口）を設置しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録するととも

に、所定の期間、取締役、監査等委員及び監査法人が閲覧できるよう保存します。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社のリスク管理規程に従い、当社及び子会社の事業で想定されるリスクのカテゴリー別に

責任者を定め、当社の代表取締役社長を当社及び子会社全体のリスクに関する統括責任者とし

て任命し、当社取締役会において当社及び子会社全体の経営上のリスクを一元的に把握・管理

を行います。

　また、個々のリスクの管理の状況の確認については、当社及び子会社における各組織が規程

に従って適正に業務を運用しているか否かを当社の内部監査室がリスクアプローチの考え方に

基づき監査し改善点等を指摘し、その結果を当社の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員

会に報告するほか必要に応じて監査法人とも共有し、重要な事項については当社及び子会社の

取締役会において改善策を審議・決定します。
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④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社及び子会社の取締役会は、役職員が共有する経営計画を定めます。そして、各業務担当

取締役は、職務分掌規程及び職務権限規程等の会社の権限分配・意思決定ルールに基づいてそ

の所管する組織及び子会社による効率的な目標達成の方法を設定し実施します。また、当社及

び子会社の取締役会ではプロジェクト管理システム（ＰＡＳ)等のＩＴツールの利用や、各担

当取締役を通じて定期的な予算実績差異分析の報告及び随時の事業進捗報告を受けること等に

より、当社及び子会社の業務の進捗状況や損益状況を適宜レビューし、目標未達成や進捗遅れ

が生じた場合には要因分析や対策立案について当社及び子会社の取締役会で協議し迅速に問題

を解消することにより当社及び子会社全体の業務の効率化を実現する体制を構築しております。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という）における業務の適正を

確保するための体制

　当社グループ全体で業務の適正性を確保するため、当社が主体となって当社グループの方向

性を決定し、業務の重要性に応じて子会社の業務手続についても当社にて規程化を行うととも

に、これに基づく重要な業務執行については、取締役会規則に基づき当社取締役会に報告する

ものとします。また、その業務の適正性については内部監査室による内部監査を通じて確認し

ております。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

　内部監査室を監査等委員会の監査を補助する組織とし、内部監査室長又は内部監査室長が指

名する内部監査室員を監査等委員の職務を補助すべき使用人（以下、「監査等委員会補助者」

という）とします。監査等委員会補助者は監査等委員との協議により、内部監査とは別に監査

等委員会の指示した事項の監査を行いその結果を当該監査等委員会に報告します。

⑦ 監査等委員会補助者の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関す

る事項

監査等委員会補助者の人事異動及び懲戒については、人事担当取締役は監査等委員会に対し

て事前の報告を行い、その承認を得るものとします。また、監査等委員会補助者は、監査等委

員会の指示があった場合には、監査等委員会監査のために必要な監査を行い、当該監査等委員

会が指示した監査業務についてはその業務の遂行上、監査等委員会補助者は、取締役（監査等

委員である取締役を除く）の指示等を受けてはならないものとします。

⑧ 監査等委員会の監査等委員会補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項

　内部監査室長は監査等委員会の監査計画に基づき、必要に応じてその補助のための業務計画

を作成し、常勤監査等委員を中心とした監査等委員の適宜の指示のもとに人員工数を適宜に重

点投入して、監査等委員会補助者が実効的な監査補助を行える条件を整備します。
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⑨ 監査等委員会への報告に関する体制

　当社及び子会社に係る重要事項については、当社取締役会規則に基づき、監査等委員が出席

する取締役会に適宜報告がなされ、監査等委員会にも共有される体制を構築しております。ま

た、当社は子会社に対して常勤監査等委員を監査役として派遣し、子会社の取締役及び従業員

の職務執行にあたって生じた経営上の重要事項については当社監査等委員会に報告が上げられ

る体制とします。更に、社外の弁護士事務所に設置した当社グループのヘルプライン（内部通

報窓口）と常勤監査等委員との連携を通じて、当社及び子会社の役職員からのコンプライアン

ス違反行為又はそのおそれのある行為に関する情報を収集する体制を構築しております。

⑩ ヘルプライン（内部通報窓口）利用者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱い

を受けないことを確保するための体制

　通報先を社外（弁護士事務所）とする当社グループのヘルプライン（内部通報窓口）は、当

社の内部通報規程に基づいて設置され、通報を受けた弁護士事務所の担当者（弁護士）は、通

報者の明示的な同意がない限り、通報者を特定しうる情報を削除したうえで、常勤監査等委員

と連携を行うなど情報管理を徹底するとともに、同規程においては、内部通報窓口利用者が内

部通報窓口に通報又は相談した事実を理由として不利益な取扱いを行うことを禁じておりま

す。

⑪ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員会が弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対する助言又は調査等の事務委

託或いは実地監査のための出張旅費等、所要の費用を当社に請求するときは、当該請求に係る

費用が監査等委員の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き当社はこれを拒むこと

ができず、また監査等委員会より前払いの請求を受けた場合には金銭出納に関する社内規程に

基づいてこれに応じることとします。

⑫ その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　常勤監査等委員は当社及び子会社にて開催される主要な会議に出席し、役員及び管理職社員

との情報交換を図ります。また、内部監査室との間で日常的な情報交換や監査等委員会監査に

おける定期的なヒアリングを通じ、また監査法人との間で監査実施のつど情報交換を通じ、そ

れぞれ連携を図ります。更に常勤監査等委員は全ての子会社の監査役を兼務しており、子会社

の業務、損益、リスク及びコンプライアンスに関する情報を適宜把握します。このようにして

収集された情報は監査等委員会に報告され独立社外取締役である監査等委員との間で共有され

たうえで、監査等委員会監査実施にあたっての重要な資料とします。
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⑬ 金融商品取引法により求められる財務報告に係る内部統制体制構築に関する諸施策

　当社は、上場企業として、金融商品取引法により要求される内部統制体制につき、所管部門

を当社財務経理部に定め、当該内部統制体制の適切な整備・運用を図っています。その体制の

整備・運用状況の有効性評価のため、当社内部監査室は内部監査計画に基づき定期的に内部統

制監査を実施するとともに、監査法人が当該内部統制監査の内容を監査しその有効性の評価結

果に意見を表明することで、当社における財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性

を実質的且つ客観的に担保しております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① コンプライアンスに関する運用状況

　当社は、当社及び子会社の役職員が職務の執行に当たり遵守すべき規範として、ＵＬＳグル

ープ行動原則を制定し、公表しております。当社及び子会社の役職員に対して、継続的な啓発

プログラムを通じて、周知徹底を図っております。

　また、内部通報規程に基づき、通報先を外部（弁護士事務所）とするヘルプライン（内部通

報窓口）を設置・運用し、コンプライアンス違反行為の早期発見及び是正に努めております。

② 反社会的勢力排除状況

　取引先との契約条件に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むよう徹底するとともに、特

殊暴力防止対策協議会に参加し、その動向等についての情報交換を行い所轄警察署との連携を

図りました。

③ 主な教育の実施状況

(a) 当社の情報セキュリティに関するルールの周知を図るため、情報セキュリティ委員会にお

いて当社グループ全役職員を対象としてルールの勉強会を実施し、その理解度をチェック

テストで確認しました。

(b) 当社グループ全役職員を対象に、コンプライアンスの実践力向上のため、コンプライアン

ス研修（行動原則・行動ガイドライン、腐敗防止、インサイダー情報、競争法・取適法、

個人情報、ハラスメント防止）及び確認テストを実施しました。

(c) 新入社員を中心に、当社社内ルール及び業務に関連する法令の理解を促進するため、法務

研修を実施しました。

④ 重要な会議の開催状況

　取締役の職務執行と法令及び定款との適合性を確保するため、取締役会を原則として月次で

開催（当期は18回）しました。

　また、取締役相互による監視機能を実効性あるものとするために、グループ全体の主要な経
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営指標の報告等を通じて、取締役会審議の充実を図りました。

　更に、主要子会社が重要な経営事項や業務進捗状況を役職員間で共有するために定期的に開

催する会議には当社の取締役及び管理職社員も出席し、子会社に関する情報の迅速な収集に努

めました。

⑤ 業務執行体制の運用状況

　当社の子会社であるＵＬＳコンサルティング株式会社において、業務執行における迅速な意

思決定及び責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しました。

⑥ 監査等委員会の職務の執行状況

(a) 監査等委員会の職務執行と法令及び定款との適合性を確保するため、監査等委員会を原則

として月次で開催（当期は13回）しました。

(b) 監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づいて監査を行い、選定監査

等委員が当社の代表取締役、取締役、管理職社員及び当社子会社の取締役を対象に面談を

行いました。

(c) 監査等委員会は、代表取締役及び会計監査人との間でそれぞれ随時の意見及び情報の交換

を行いました。

⑦ 内部監査の実施状況

　内部監査計画に基づき、業務リスク及び虚偽表示リスクを発見し、これらを回避する観点か

ら、当社グループ全体を対象に監査項目を設定して定期監査を２回実施しました。

⑧ 財務報告に係る内部統制の状況

　当期は、当社及び当社の子会社であるＵＬＳコンサルティング株式会社の事業を内部統制に

関する評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの整備、運用状況の評価

を実施しました。
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６ 会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社グループの事業ドメインである顧客の「戦略的ＩＴ投資領域」への高付加価値サー

ビスを通じて顧客満足度を向上させることにより、中長期の持続的企業価値成長を実現することを

基本的な経営方針としております。従って、当社の業務の遂行には、「戦略的ＩＴ投資領域」に精

通した者が取締役（監査等委員である取締役を除く）や業務執行者に就任し、事業の方針を決定

し、業務執行体制を構築することが必要であり、これによって初めて当社グループの中長期の持続

的企業価値成長が図られるものと認識しております。以上が会社の支配に関する基本方針であります。

　現時点においては、第三者による買収行為に対する具体的な対応策は特に定めておりませんが、

上記の方針に照らして、第三者による買収行為に対し必要性があると判断した場合には、社内外の

専門家を含めて検討したうえで適切な対応策を講じます。

７ 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への利益還元は最も重要な経営課題の一つとして認識しております。この認

識に基づき、当社は、長期保有の株主様への利益還元策として配当性向を20%～30%とする業績連動

型の配当政策を採用しております。当連結会計年度の業績は親会社株主に帰属する当期純利益が

2,027百万円となったため、当連結会計年度においては期末配当金を１株当たり７円30銭（連結配

当性向20.2%）とさせていただくことを予定しております。

　また、自己株式の取得につきましても、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の手段を確

保することを主たる目的として断続的に実施しており、2026年３月31日までの累計取得株数は

7,276,620株、累計取得金額合計は1,093百万円となっております。

（注）当社は、2025年10月１日付で１株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記期末配当につい

ては、当該株式分割後の１株当たりの金額を記載しております。
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連結貸借対照表

連結計算書類

連結貸借対照表（2026年３月31日現在）
(単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金及び契約資産

その他

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

工具、器具及び備品

減価償却累計額

無形固定資産

のれん

その他

投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他
　

13,784

8,460

5,200

124

1,934

413

238

654

△480

47

38

8

1,474

466

564

442
　

負債の部

流動負債 3,152

未払金 462

未払費用 459

賞与引当金 1,107

品質保証引当金 1

未払法人税等 566

その他 555

負債合計 3,152

純資産の部

株主資本 11,721

資本金 990

資本剰余金 1,413

利益剰余金 10,411

自己株式 △1,093

その他の包括利益累計額 15

その他有価証券評価差額金 15

新株予約権 499

非支配株主持分 331

純資産合計 12,566

資産合計 15,719 負債純資産合計 15,719

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており､金額百万円未満の科目については｢０｣で表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
(単位：百万円)

科目 金額

売上高 16,600

売上原価 9,990

売上総利益 6,609

販売費及び一般管理費 3,562

営業利益 3,046

営業外収益

受取利息 16

受取配当金 5

その他 0 22

営業外費用

その他 6 6

経常利益 3,063

特別利益

新株予約権戻入益 0 0

税金等調整前当期純利益 3,063

法人税、住民税及び事業税 1,067

法人税等調整額 △89 977

当期純利益 2,085

非支配株主に帰属する当期純利益 58

親会社株主に帰属する当期純利益 2,027

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており､金額百万円未満の科目については｢０｣で表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年４月１日　当期首残高 877 1,283 8,713 △1,093 9,781

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 112 112 225

剰余金の配当 △330 △330

親会社株主に帰属する当期純利益 2,027 2,027

非支配株主との取引に係る親
会社持分変動

16 16

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 112 129 1,697 － 1,939

2026年３月31日　当期末残高 990 1,413 10,411 △1,093 11,721

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利益
累 計 額 合 計

2025年４月１日　当期首残高 11 11 389 297 10,479

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 225

剰余金の配当 △330

親会社株主に帰属する当期純利益 2,027

非支配株主との取引に係る親
会社持分変動

16

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

3 3 109 33 147

連結会計年度中の変動額合計 3 3 109 33 2,087

2026年３月31日　当期末残高 15 15 499 331 12,566

連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており､金額百万円未満の科目については｢０｣で表示しております。
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ３社

・主要な連結子会社の名称 ＵＬＳコンサルティング株式会社

ピースミール・テクノロジー株式会社

株式会社アークウェイ

　なお、2025年10月１日付でウルシステムズ株式会社はＵＬＳコンサルティング株式会社に商

号変更しております。

② 非連結子会社の状況

・主要な非連結子会社の名称 Archway Factory Inc.

・連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から

除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社（Archway Factory Inc.）は、当期純利益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類

に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券

ⅰ 満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しております。

ⅱ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。
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連結注記表

(b) 棚卸資産

　通常の販売目的で保有する棚卸資産

　仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用

しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築

物については、定額法によっております。

　なお､耐用年数及び残存価額は､法人税法の規定と同一のものを採用しております。また､ 

少額の減価償却資産（取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産）については、事業年

度毎に一括して３年間で均等償却しております。

(b) 無形固定資産（リース資産を除く）

ⅰ 市場販売目的のソフトウェア

　販売見込期間（３年）における見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間（３年）に

基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。

ⅱ その他の無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数は、ソフトウェア（自社利用）については社内における利用可能期間（５

年）、その他の無形固定資産については法人税法の規定と同一のものを採用しております。

　また、少額の減価償却資産（取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産）につい

ては、事業年度毎に一括して３年間で均等償却しております。

(c) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

(a) 貸倒引当金

　営業債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算し

た額を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不能見込

額を計上しております。

(b) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
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連結注記表

(c) 品質保証引当金

　契約不適合担保期間において、契約に従い顧客に対して無償で役務提供を実施する場合が

あります。このような売上計上後の追加原価に備えるため、個別プロジェクト毎に追加原価

の発生可能性を勘案し計算した見積額を計上しております。

(d) 受注損失引当金

　受注したプロジェクトの損失に備えるため、手持ち受注プロジェクトのうち当連結会計年

度末で将来の特定の損失の発生可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることがで

きるプロジェクトについて、次期以降に発生が見込まれる損失を引当計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針

当社及び連結子会社の、顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義

務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとお

りであります。

コンサルティング事業

　主に顧客企業の競争優位性を支える戦略的ＩＴ投資領域におけるコンサルティングサービス

等を提供しており、これらを「コンサルティング事業」と定義しております。

　履行義務を充足する通常の時点は、コンサルティング事業におけるサービスは、顧客との契

約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じるもの

であることから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に

係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。取引価格の算定は顧客と

の契約に明示された対価を基礎としており、考慮すべき重要な変動対価、金融要素、現金以外

の対価などは存在しません。また、顧客との契約における履行義務は、概ね１契約１履行義務

となっております。

　当該サービスは、顧客との契約（プロジェクト）にアサインされたコンサルタントの稼働に

より履行義務が充足されるという性質より、その発生した原価を基礎としたインプットに基づ

き、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断いたしました。進捗

度の測定は、契約毎に、期末日までに発生した原価が、見積り総原価に占める割合に基づいて

行っております。進捗度を合理的に見積もることができない契約については、発生した原価の

うち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

⑥ のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、個別案件毎の事情を勘案して、計上後20年以内の定額法により償

却を行っております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,228,800株 57,624,200株 －株 63,853,000株

決議
株式の
種類

配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基準日 効力発生日

2025年６月25日
定時株主総会

普通株式 330 60 2025年３月31日 2025年６月26日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配 当 金
の 総 額
( 百 万 円 )

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 413 7.30 2026年３月31日 2026年６月26日

２. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加57,624,200株は、2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025

年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割をしたことによる増加57,423,600株及び新株予

約権の行使による増加200,600株であります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当の支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。2025年６月25日定時株主総会で決議の１株当たり配当額は株式分割前、2026年６月

25日定時株主総会で決議予定の１株当たり配当額は株式分割後の金額を記載しております。
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2016年３月31日及び
2016年４月27日
取締役会決議分

2021年３月31日及び
2021年４月28日
取締役会決議分

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 600,000株 2,312,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 600個 2,312個

2022年４月27日及び
2022年５月25日
取締役会決議分

2023年３月29日及び
2023年４月26日
取締役会決議分

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 927,000株 685,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 927個 685個

2025年３月26日及び
2025年４月30日
取締役会決議分

目 的 と な る 株 式 の 種 類 普通株式

目 的 と な る 株 式 の 数 1,270,000株

新 株 予 約 権 の 残 高 1,270個

(3) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

（注）１．上記の新株予約権は業績目標コミットメント型有償新株予約権です。当該新株予約権の概要は、事業

報告「３ 新株予約権等の状況　(3) その他新株予約権等の状況」に記載しております。

　　　２．2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株

式分割を行っております。これにより、「目的となる株式の数」が調整されております。
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３. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取り組み方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金、債券等に限定して運用を

行っています。また、資金調達及びデリバティブについては現在取引の必要性がないため取り

組み方針を定めておりません。今後必要に応じて定めていく予定です。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当

社グループの与信管理規程に基づき、取引相手ごとの与信枠管理や期日・残高管理を行うこと

により把握・軽減を行っております。

　投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行体

（取引先企業）の信用リスクに晒されています。

　投資有価証券の時価等の情報は時価情報もしくは対象会社の決算書等を通じて取締役会で把

握しております。

　営業債務である未払金は、ほとんどが短期の営業債務であり当該債務残高と当座資産残高の

比較管理を行うことにより流動性リスクを管理しております。
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連結貸借対照表計上額（百万円）

①非上場株式 386

②その他 79

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　当社の保有する金融商品は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの

であることから、2026年３月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、記載を省略しております。

　市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

②「その他」は、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなされるもの）79百万円です。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　「(2) 金融商品の時価等に関する事項」において時価を記載している金融商品がないため、

記載を省略しております。
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報告セグメント

コンサルティング事業

準委任契約 13,793

請負契約 2,806

顧客との契約から生じる収益 16,600

外部顧客への売上高 16,600

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 4,642

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 5,155

契約資産(期首残高) 204

契約資産(期末残高) 44

契約負債(期首残高) 78

契約負債(期末残高) 66

４. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　契約形態別に分解した金額は、以下のとおりであります。

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）
（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「(4) 会計方針に関する

事項　④ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の残高

　顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとお

りであります。
（単位：百万円）

　連結計算書類上、顧客との契約から生じた債権は流動資産の「売掛金及び契約資産」に計上

しているもののうち「売掛金」に対するものであります。

　契約資産は、顧客とのコンサルティング事業における契約について、期末日時点で完了して
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(1) １株当たり純資産額 207円45銭

(2) １株当たり当期純利益 36円20銭

いるものの契約における請求条件を満たしていない対価に対する当社及び連結子会社の権利に

関するものであります。契約資産は、各契約の請求条件を満たした時点で顧客との契約から生

じた債権に振り替えられます。当該コンサルティング事業におけるサービスに関する対価は、

各契約の条件に従い、サービス終了時もしくはサービス提供期間内で段階的に請求し、概ね請

求月の翌月末日までに受領しております。

　連結計算書類上、契約負債は流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は、主に

一定期間に収益を認識する顧客とのコンサルティング事業におけるサービス契約について、契

約上の支払条件に基づき顧客から受け取った金銭のうち、財又はサービスが顧客に移転してい

ない分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

② 残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、収益認識に

関する会計基準第80-22項(1)を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について

注記の対象に含めておりません。未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、2026年３月31

日時点で130百万円であります。当該履行義務は、コンサルティング事業における履行義務の

充足に係る進捗度を合理的に見積もった結果、翌連結会計年度以降に充足されるものであり、

期末日後１年から３年以内に収益として認識されると見込んでおります。

５. １株当たり情報に関する注記

(注）2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。１株当たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に株式分割を行ったと仮定して

算定しております。
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貸借対照表

計算書類

貸借対照表（2026年３月31日現在）
(単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

関係会社短期貸付金

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

建物附属設備

工具、器具及び備品

減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

電話加入権

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

敷金

繰延税金資産
　

4,812

2,805

1,819

150

36

1

1,807

38

77

89

△128

1

0

1

1,766

466

808

422

68
　

負債の部

流動負債 530

未払金 28

未払費用 59

未払法人税等 322

賞与引当金 36

その他 83

負債合計 530

純資産の部

株主資本 5,574

資本金 990

資本剰余金 1,330

資本準備金 980

その他資本剰余金 350

利益剰余金 4,346

その他利益剰余金 4,346

繰越利益剰余金 4,346

自己株式 △1,093

評価・換算差額等 15

その他有価証券評価差額金 15

新株予約権 499

純資産合計 6,089

資産合計 6,619 負債純資産合計 6,619

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており､金額百万円未満の科目については｢０｣で表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
(単位：百万円)

科目 金額

営業収益 2,662

販売費及び一般管理費 1,104

営業利益 1,557

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 5

その他 0 14

営業外費用

その他
0 0

経常利益 1,571

特別利益

新株予約権戻入益 0 0

税引前当期純利益 1,571

法人税、住民税及び事業税 525

法人税等調整額 △10 514

当期純利益 1,056

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており､金額百万円未満の科目については｢０｣で表示しております。
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株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2025年４月１日　当期首残高 877 867 350 1,218 3,619 3,619 △1,093 4,622

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 112 112 112 225

剰余金の配当 △330 △330 △330

当期純利益 1,056 1,056 1,056

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 112 112 － 112 726 726 － 952

2026年３月31日　当期末残高 990 980 350 1,330 4,346 4,346 △1,093 5,574

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

2025年４月１日　当期首残高 11 11 389 5,022

事業年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 225

剰余金の配当 △330

当期純利益 1,056

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

3 3 109 113

事業年度中の変動額合計 3 3 109 1,066

2026年３月31日　当期末残高 15 15 499 6,089

株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しており､金額百万円未満の科目については｢０｣で表示しております。
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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

　有価証券

① 満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しております。

② 子会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

③ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については、定額法によっております。

　なお､ 耐用年数及び残存価額は､法人税法の規定と同一のものを採用しております。また、

少額の減価償却資産（取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産）については、事業年度

毎に一括して３年間で均等償却しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。

　なお、耐用年数は、ソフトウェア（自社利用）については社内における利用可能期間（５

年）、その他の無形固定資産については法人税法の規定と同一のものを採用しております。

　また、少額の減価償却資産（取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産）について

は、事業年度毎に一括して３年間で均等償却しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 727,662株 6,548,958株 －株 7,276,620株

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　営業債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算した

額を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不能見込額を

計上しております。

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

　履行義務を充足する通常の時点は、管理業務等の提供におけるサービスは、顧客との契約にお

ける義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じるものであるこ

とから、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断し、契約期間の経過に伴い収益を

認識しております。取引価格の算定は顧客との契約に明示された対価を基礎としており、考慮す

べき重要な変動対価、金融要素、現金以外の対価などは存在しません。

２. 貸借対照表に関する注記

　関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額（区分表示したものを除く）

　短期金銭債権　　　　　1,820百万円

３. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　営業収益　　　　　　　2,662百万円

　営業外収益　　　　　　　　3百万円

４. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

（注）2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。これにより、当事業年度末の自己株式の数は6,548,958株増加し、7,276,620株とな

っております。

－ 38 －



2026/05/27 17:05:04 / 25301914_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知

個別注記表

繰延税金資産 百万円

関係会社株式 27

未払費用 17

賞与引当金 11

未払事業税 18

その他 13

繰延税金資産合計 88

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △6

投資有価証券 △13

繰延税金負債合計 △20

繰延税金資産の純額 68

５. 税効果会計に関する注記
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種類
会社
名称

住所
資本金

(百万円)
事業の
内容

議決権等
の所有

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

子会社
ULSコンサル
ティング株式
会社

東京都
中央区

100
コンサル
ティング
事業

直接
99.3%

4人
当社サ
ービス
提供先

管理業務等
の提供
（注２）

2,565
売掛金
立替金

1,765
1

子会社
ピ ー ス ミ ー
ル・テクノロ
ジー株式会社

東京都
中央区

4
コンサル
ティング
事業

直接
82.8%

2人
当社サ
ービス
提供先

管理業務等
の提供
（注２）

79
売掛金
立替金

45
0

利息の受取
（注２）

3
関係会社
短期貸付
金

150

資金の貸付
－

子会社
株式会社ア
ークウェイ

東京都
中央区

10
コンサル
ティング
事業

直接
80.0%

3人
当社サ
ービス
提供先

管理業務等
の提供
（注２）

17
売掛金
立替金

8
0

６. 関連当事者との取引に関する注記

（１）子会社及び関連会社

（注）１. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記の「管理業務等の提供」については、市場価格等を参考に決定しております。

「利息の受取」については、市場金利等を勘案して決定しております。
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個別注記表

種類
会社名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 漆原　茂
（被所有）
直接45.4％

当社代表取締役
会長

新株予約権の権利行
使（注）

33 － －

役員 犬伏　靖
（被所有）
直接0.3％

当社取締役
(常勤監査等委員)

新株予約権の権利行
使（注）

11 － －

(1) １株当たり純資産額 98円80銭

(2) １株当たり当期純利益 18円87銭

（２）役員及び個人主要株主等

（注）2016年３月31日取締役会決議及び2016年４月27日取締役会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年

度における権利行使を記載しております。なお、取引金額欄は、当事業年度における新株予約権の権利行

使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。

７. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　１.重要な会計方針に係る事項に関する注記「(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。

８. １株当たり情報に関する注記

(注）2025年８月27日開催の取締役会決議により、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分

割を行っております。１株当たり情報の各金額は、当事業年度の期首に株式分割を行ったと仮定して算定

しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査報告

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 　 弘 司

業務執行社員 公認会計士 香 取 　 隆 道

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

ＵＬＳグループ株式会社
取締役会　御中

ひびき監査法人
東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＵＬＳグループ株式会社の2025年４月

１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、ＵＬＳグループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書

類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事

業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ

スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要

な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重

要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が

ある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立

の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により

発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え

ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連

結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継

続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表

示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している

かどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人

は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独

で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因

を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上

－ 44 －



2026/05/27 17:05:04 / 25301914_ＵＬＳグループ株式会社_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 　 弘 司

業務執行社員 公認会計士 香 取 　 隆 道

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

ＵＬＳグループ株式会社
取締役会　御中

ひびき監査法人
東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＵＬＳグループ株式会社の2025

年４月１日から2026年３月31日までの第26期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業

体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ

スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な

誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の

立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合

理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ

る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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計算書類に係る会計監査報告

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起する

こと、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日

までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構

成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因

を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第26期事業年度における取締役

の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応

じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査の方法、職

務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び

使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ

いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて

子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締

役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③財務報告に係る内部統制については、取締役等及びひびき監査法人から当該内部統制の

評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を

求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 48 －
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財

務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針は相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月20日

常勤監査等委員 犬 伏 　 靖 ㊞

監 査 等 委 員 唐 津 真 美 ㊞

監 査 等 委 員 増 成 由 佳 ㊞

ＵＬＳグループ株式会社　監査等委員会

　

（注）監査等委員唐津真美及び増成由佳は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役

であります。

以　上
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